
広島市告示第２３２号  

令和８年４月１０日  

  

 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定により大規模小売店舗

の届出事項の変更の届出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に

より、次のとおり公告します。 

 

 

                       広島市長  松井 一實 

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

⑴ 名 称 ekie（エキエ）(西区画) 

⑵ 所在地 広島市南区松原町 1185番地 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

中国 SC開発株式会社 

代表取締役社長 松岡 秀典 

広島市南区松原町１番２号 

３ 変更事項 

⑴  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前）中国 SC開発株式会社 

       代表取締役社長 竹中 靖 

       広島市南区松原町１番２号 

  （変更後）中国 SC開発株式会社 

       代表取締役社長 松岡 秀典 

       広島市南区松原町１番２号 

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代

表者の氏名 

（変更前）別紙１のとおり 

   （変更後）別紙２のとおり 

４ 変更年月日 

⑴ 令和７年６月１９日 

⑵ 別紙１及び別紙２のとおり 

５ 届出年月日 

  令和８年４月２日 

 

 



６ 届出書の縦覧場所 

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

広島市経済観光局産業振興部企業誘致・創業推進課 

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号 

広島市中区市民部区政調整課 

７ 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

⑴ 縦覧期間 

令和８年４月１０日から同年８月１０日まで。ただし、広島市の休日を定める条例（平成

３年広島市条例第４９号）第１条第１項に規定する休日を除く。 

⑵ 縦覧のできる時間帯 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

８ 意見書の提出 

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその

周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。 

９ 意見書の提出期限及び提出先 

⑴  提出期限 令和８年８月１０日 

 ⑵ 提出先 

〒７３０－８５８６ 

   広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

広島市経済観光局産業振興部企業誘致・創業推進課 

 



別紙１ 

 

 

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所ならびに法人にあっては代表者の氏名  

 

（変更前） 

小売業者 
住  所 変更年月日・理由 

氏名（名称）    代表者 

株式会社ユアーズ 代表取締役社長 

松本 淳 

広島市東区二葉の里 

3-3-1 

 

株式会社マツモト 

キヨシ中四国販売 

代表取締役 

森 崇 

岡山市南区福富西 1-20-32  

株式会社 BAKE 代表取締役社長 

山田 純平 

東京都港区白金台三丁目 

19番 1号興和白金台ビル 

 

ジュピターコーヒー 

株式会社 

代表取締役 

内林 久雄 

東京都文京区本駒込 

4-41-4 

令和８年１月１９日 

退店 

株式会社デルソーレ 

 
代表取締役  

和田 隆介 

東京都江東区有明 3-4-10  

株式会社藤い屋 代表取締役社長 

藤井 嘉人 

廿日市市宮島町 1129番 

地 

 

株式会社御座候 代表取締役 

山田 実 

兵庫県姫路市阿保甲 611 

番地の 1 

 

株式会社モーツアルト 代表取締役 

田上 友康 

広島市中区堀川町 5-2  

株式会社サン・マリオ 代表取締役 

池田 真理雄 

広島市佐伯区五日市駅前 

１丁目１番２１ 

 

有限会社カスターニャ 代表取締役 

竹村 崇 

広島市東区福田 4-4018-2  

株式会社ボストン 代表取締役社長 

栗栖 一典 

広島市中区小網町 5番 3 

号 

 

株式会社ロック・ 

フィールド 

代表取締役 

古塚 孝志 

兵庫県神戸市東灘区魚崎 

浜町 15番地 2 

 

株式会社広通 
代表取締役 

王 革 

広島市中区八丁堀 9-1 

リビオーヌ八丁堀 2F 

 

株式会社カージャパン 

ヒロシマ 

代表取締役 

佐々木 由子 

広島市西区横川町 1-6-6 

1F 

 

有限会社勉強堂 
代表取締役 

門田 治己 

広島県福山市熊野町乙 

1151番地の 2 

令和７年１２月２１日 

退店 

 



別紙２ 

 

 

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所ならびに法人にあっては代表者の氏名  

 

（変更後） 

小売業者 
   住  所 変更年月日・理由 

氏名（名称）    代表者 

株式会社ユアーズ 代表取締役社長 

松本 淳 

広島市東区二葉の里 

3-3-1 

 

株式会社マツモト 

キヨシ中四国販売 

代表取締役 

向田 知人 

岡山市南区福富西 1-20-32 令和７年 4月１日 

代表者変更 

株式会社 BAKE 代表取締役社長 

山田 純平 

東京都港区白金台三丁目 

19番 1号興和白金台ビル 

 

株式会社デルソーレ 

 
代表取締役  

和田 隆介 

東京都江東区有明 3-4-10  

株式会社藤い屋 代表取締役社長 

藤井 嘉人 

廿日市市宮島町 1129番 

地 

 

株式会社御座候 代表取締役 

山田 宗平 

兵庫県姫路市阿保甲 611 

番地の 1 

令和１年１２月２５日 

代表者変更 

株式会社モーツアルト 代表取締役 

田上 友康 

広島市中区堀川町 5-2  

株式会社サン・マリオ 代表取締役 

池田 真理雄 

広島市佐伯区五日市駅前 

１丁目１番２１ 

 

有限会社カスターニャ 代表取締役 

竹村 崇 

広島市東区福田 4-4018-2  

株式会社ボストン 代表取締役社長 

栗栖 一典 

広島市中区小網町 5番 3 

号 

 

株式会社ロック・ 

フィールド 

代表取締役 

古塚 孝志 

兵庫県神戸市東灘区魚崎 

浜町 15番地 2 

 

株式会社広通 
代表取締役 

王 革 

広島市中区八丁堀 9-1 

リビオーヌ八丁堀 2F 

 

株式会社カージャパン 

ヒロシマ 

代表取締役 

佐々木 由子 

広島市西区横川町 1-6-6 

1F 

 

 

⑵ 


